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自転車の安全利用の促進 
～自転車安全利用五則～ 

車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

自転車は車の仲間なので、車道を走らなくてはいけません。 

車道の左側を走りましょう。 

ただし、例外として、歩道を走ってもいい場合があります。 

● 13歳未満のこども 

● 70歳以上の方 

● 身体の不自由な方 

● 車道を通ると危ないとき 

標識がないときでも 

● 歩道に 

この標識・標示が 

あるとき 

例   外 

１ 

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

３ 夜間はライトを点灯     ４ 飲酒運転は禁止     

５ ヘルメットを着用     

命を守る『ヘルメット』 

全ての自転車の運転者が乗車用ヘルメット着用に努

めなければなりません。 

 ご自身と大切な人の命を守るため、乗車用ヘルメッ

トをかぶりましょう。 




